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1. 概要 

本計算書は，Ⅵ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に基づき，浸水

防護施設のうちタービン建屋内貫通部止水処置が，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの

津波の流入に伴う津波荷重，津波による溢水又は内部溢水の浸水によって生じる浸水深が大きい

方の静水圧荷重及び余震を考慮した荷重に対して，主要な構造部材が構造健全性を有することを

確認するものである。 

 

2. 一般事項 

 2.1 位置 

貫通部止水処置は，Ⅵ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「3. 構造強度設計」の構造計画に示す，タービン建屋の貫通口と貫通物とのすき間又は貫通

物の周囲に施工する。 

 

 2.2 構造概要 

貫通部止水処置の構造は，Ⅵ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「3. 構造強度設計」に示す構造計画を踏まえて，詳細な構造を設定する。 

貫通部止水処置は，貫通部の位置条件及び貫通物の強度条件に応じて，シール材，モルタ

ル，ブーツ又は鉄板を使用し，各貫通部止水処置の適用条件を考慮し施工する。シール材及び

モルタルは壁の貫通口と貫通物のすき間に施工し，壁と貫通物を接合する構造とする。なお，

シール材をケーブルトレイ貫通部の止水に用いる場合は，シール材が型崩れしないように金属

ボックスをアンカーボルトで壁・床面に固定し，金属ボックスにシール材を充填，もしくは塗

布する。ブーツは，伸縮性ゴムを用い，壁面に溶接した取付用座と配管を締付けバンドにて固

定する構造とする。鉄板は，鉄板と開口縁金物を全周溶接する。貫通部止水処置の構造計画を

表 2－1に示す。 
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 2.3 評価方針 

貫通部止水処置の強度評価は，Ⅵ-3-別添 3-1-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて，貫通部止水処置の評

価部位に作用する荷重等が許容限界以下であることを「5.1 構造強度評価方法」に示す方法に

より，「5.6 計算条件」に示す評価条件を用いて評価し，「6. 評価結果」にて確認する。 

貫通部止水処置のシール材及びブーツの強度評価フローを図 2－1 に，モルタルの強度評価

フローを図 2－2に，鉄板の強度評価フローを図 2－3に，シール材施工に用いるケーブルトレ

イ金属ボックスの強度評価フローを図 2－4に示す。 

貫通部止水処置の強度評価においては，その構造を踏まえ，地震による動水圧荷重及び余震

に伴う荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価部位を設定する。強度評価に用いる荷重及

び荷重の組合せは，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入に伴う津波荷重，

津波による溢水又は内部溢水の浸水によって生じる浸水深が大きい方の静水圧荷重及び余震を

考慮した荷重を考慮し，評価される最大荷重を設定する。重畳時においては，Ⅵ-3-別添 3-1-1

「津波への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す弾性設計用地震動Ｓｄを入力して得ら

れた床応答スペクトル又は最大応答加速度から算出した値を設計震度として用いる。なお，強

度評価に当たっては，弾性設計用地震動Ｓｄによる余震荷重を考慮した評価を実施する。 
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図 5－8 ケーブルトレイ金属ボックスの施工例 

 

 5.4 設計用地震力 

  (1) モルタル 

モルタルの強度評価に使用する弾性設計用地震動Ｓｄに伴う地震力については，Ⅵ-2-1-7

「設計用床応答曲線の作成方針」に基づき策定した設計用床応答曲線を用いる。また，減衰

定数はⅥ-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載の減衰定数を用いる。貫通部止水処置の

強度計算に用いる設計震度を表 5－11 に示す。 

 

表 5－11 モルタルの設計震度 

地震動 

設置場所及び 

床面高さ 

（mm） 

余震による設計震度*1*3 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ 

タービン地下２階 

T.M.S.L. -4250 

(T.M.S.L. -1100＊2) 

水平方向ＣH 4.15 

鉛直方向ＣV 3.49 

注記＊1：モルタル止水処置は評価対象箇所が多いことから，設計震度の算出が全ての対象箇所を包

絡するように全周期帯の最大加速度を用いた。また，保守的な評価となるように設置場所

の床応答曲線は減衰定数 0.5%を適用した。 

＊2：設置場所の一階層上の基準床レベルを示す。 

  ＊3：設計用最大応答加速度Ⅰ（弾性設計用地震動Ｓｄ） 

 

  (2)  鉄板 

鉄板の強度評価に使用する弾性設計用地震動Ｓｄに伴う地震力については，Ⅵ-2-1-7「設

計用床応答曲線の作成方針」に示す最大床応答加速度を考慮して設定する。貫通部止水処置

の強度計算に用いる設計震度を表 5－12に示す。 
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表 5－12 鉄板の設計震度 

地震動 

設置場所及び 

床面高さ 

（mm） 

余震による設計震度*1*3 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ 

タービン地下 2階 

T.M.S.L. -3400 

(T.M.S.L. -1100＊2)  

水平方向ＣH 0.50 

注記＊1：鉄板止水処置は固有周期が 0.05 秒以下であり剛構造のため、基準床の最大応答速度の 1.2

倍を設計震度とした。 

＊2：設置場所の一階層上の基準床レベルを示す。 

  ＊3：設計用最大応答加速度Ⅰ（弾性設計用地震動Ｓｄ） 
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  (3) ケーブルトレイ金属ボックス 

 ケーブルトレイ金属ボックスの強度評価に使用する弾性設計用地震動Ｓｄに伴う地震力

については，Ⅵ-2-1-7「設計用床応答曲線の作成方針」に示す最大床応答加速度を考慮して

設定する。ケーブルトレイ金属ボックスの強度計算に用いる設計震度を表 5－13 に示す。 

 

表 5－13 ケーブルトレイ金属ボックスの設計震度 

地震動 

設置場所及び 

床面高さ 

（mm） 

余震による設計震度*1*3 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ 

タービン地下１階 

T.M.S.L. 9150 

(T.M.S.L. 12300*2) 

水平方向ＣH 0.64 

鉛直方向ＣV 0.49 

注記＊1：ケーブルトレイ金属ボックスは固有周期が 0.05 秒以下であり剛構造のため，基準床の最

大応答加速度の 1.2 倍を設計震度とした。 

＊2：設置場所の一階層上の基準床レベルを示す。 

  ＊3：設計用最大応答加速度Ⅰ（弾性設計用地震動Ｓｄ） 

 

 

  



 





















ƒ

ƒ

ƒ ƒ ƒ


